
○菊池市竹粉砕機貸付要綱 

令和５年６月21日 

告示第143号 

改正 令和８年３月31日告示第100号 

(趣旨) 

第１条 この要綱は、市内の竹林整備及び森林環境の保全を図ることを目的として、菊

池市有財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成17年条例第64号)第７条の規

定に基づき、市が管理する竹粉砕機(以下「竹粉砕機」という。)の貸付けに関し必要

な事項を定めるものとする。 

(貸付け) 

第２条 竹粉砕機の貸付けを受けることができる者は、市内の自治会及び自主的に組織

された団体とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が適当と認める者は、竹粉砕機の貸付けを受けるこ

とができる。 

(費用負担) 

第３条 竹粉砕機の賃付料は、無料とする。 

２ 竹粉砕機の運搬や稼働に要する一切の費用は、竹粉砕機の貸付けを受けた者の負担

とする。 

(申請) 

第４条 竹粉砕機の貸付けを希望する者(以下「申請者」という。)は、貸付日の１週間

前までに菊池市竹粉砕機貸付申請書兼誓約書(様式第１号)を市長に提出しなければ

ならない。 

(貸付けの許可) 

第５条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で速や

かに貸付けの可否を決定し、菊池市竹粉砕機貸付許可(不許可)通知書(様式第２号)

により申請者に通知するものとする。 

(貸付期間) 

第６条 竹粉砕機の貸付期間は、７日以内とする。 

２ 貸付日及び返却日は、菊池市の休日を定める条例(平成17年条例第３号)第１条に定



める市の休日を除く日とする。 

(使用者の厳守事項) 

第７条 第５条の規定による許可を受けて竹粉砕機を使用する者(以下「使用者」とい

う。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(1) 竹粉砕機の管理及び使用については、取扱説明書を事前に確認すること。 

(2) 営利目的に使用しないこと。 

(3) 騒音、ごみの散乱等で第三者が迷惑にならないよう環境保全に十分配慮するこ

と。 

(4) 竹粉砕機の処理能力を超える使用を行わないこと。 

(5) 竹粉砕機に異常がある場合は、速やかに市に報告し、その指示に従うこと。 

(6) 市内の竹林等のみに使用すること。 

(7) 市が定める目的以外に使用しないこと。 

(8) 処分又は第三者に転貸若しくは譲渡してはならない。 

(竹粉砕機の返却) 

第８条 使用者は、竹粉砕機の使用が終了したときは、竹粉砕機の清掃及び点検を行い、

燃料を補充した後、速やかに市長に返却するものとする。 

２ 前項の返却の際は、菊池市竹粉砕機使用報告書(様式第３号)を市長に提出しなけれ

ばなない。 

(許可の取消し) 

第９条 市長は、使用者がこの要綱に定める事項に違反したとき、又は天災、悪天等に

より貸付けすべきでないと判断したときは、貸付けの許可を取り消すことができる。 

(事故等の届出) 

第10条 使用者は、使用者の責めに帰すべき事由により事故が発生し、竹粉砕機を毀損

又は亡失若しくは第三者に損害を与えたときは、直ちに菊池市竹粉砕機使用事故報告

書(様式第４号)を市長に提出しなければならない。 

(損害賠償等) 

第11条 使用者は、使用者の責めに帰すべき事由により事故が発生し、竹粉砕機を毀損

又は亡失させたときは、市長の指示に従いこれを修理し、又は弁償しなければならな

い。 



２ 使用者は、使用者の責めに帰すべき事由により、竹粉砕機の使用中に第三者に損害

を与えたときは、使用者の責任においてこれを補償しなければならない。 

附 則 

(施行期日) 

１ この要綱は、告示の日から施行する。 

(費用負担の特例) 

２ この要綱の施行の日から令和11年３月31日までの間において、竹粉砕機の運搬を市

が委託した業者に依頼するときは、第３条第２項の規定にかかわらず、当該運搬費用

の２分の１を上限として予算の範囲内において市が負担するものとする。 

附 則(令和８年告示第100号) 

この要綱は、告示の日から施行する。 



 



 



 



 



 



様式第１号(第４条関係) 

様式第２号(第５条関係) 

様式第３号(第８条関係) 

様式第４号(第10条関係) 

 


